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改定後

べき医学管理を情報通信機器を用いて行った場

合は、注１の規定にかかわらず、所定点数に代

えて、特定疾患療養管理料（情報通信機器を用

いた場合）として、月１回に限り100点を算定

する。

Ｂ００１ 特定疾患治療管理料 Ｂ００１ 特定疾患治療管理料

１ （略） １ （略）

２ 特定薬剤治療管理料 ２ 特定薬剤治療管理料

イ・ロ （略） イ・ロ （略）

注１～５ （略） 注１～５ （略）

６ イについては、臓器移植後の患者に対して ６ イについては、臓器移植後の患者に対して

、免疫抑制剤の投与を行った場合は、臓器移 、免疫抑制剤の投与を行った場合は、臓器移

植を行った日の属する月を含め３月に限り、 植を行った日の属する月を含め３月に限り、

2,740点を所定点数に加算する。 2,740点を所定点数に加算し、免疫抑制剤を

投与している臓器移植後の患者以外の患者に

対して、特定薬剤治療管理に係る薬剤の投与

を行った場合は、１回目の特定薬剤治療管理

料を算定すべき月に限り、280点を所定点数

に加算する。

７ イについては、バンコマイシンを投与して （新設）

いる患者であって、同一暦月に複数回の血中

のバンコマイシンの濃度を測定し、その測定

結果に基づき、投与量を精密に管理した場合

は、１回目の特定薬剤治療管理料を算定すべ

き月に限り、530点を所定点数に加算する。

８ イについては、注６及び注７に規定する患 （新設）

者以外の患者に対して、特定薬剤治療管理に

係る薬剤の投与を行った場合は、１回目の特

定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り、28

0点を所定点数に加算する。

９ イについては、ミコフェノール酸モフェチ （新設）
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ルを投与している臓器移植後の患者であって

、２種類以上の免疫抑制剤を投与されている

ものについて、医師が必要と認め、同一暦月

に血中の複数の免疫抑制剤の濃度を測定し、

その測定結果に基づき、個々の投与量を精密

に管理した場合は、６月に１回に限り250点

を所定点数に加算する。

10 イについては、エベロリムスを投与してい （新設）

る臓器移植後の患者であって、２種類以上の

免疫抑制剤を投与されているものについて、

医師が必要と認め、同一暦月に血中の複数の

免疫抑制剤の濃度を測定し、その測定結果に

基づき、個々の投与量を精密に管理した場合

は、エベロリムスの初回投与を行った日の属

する月を含め３月に限り月１回、４月目以降

は４月に１回に限り250点を所定点数に加算

する。

11 （略） ７ （略）

３ 悪性腫瘍特異物質治療管理料 ３ 悪性腫瘍特異物質治療管理料

イ・ロ （略） イ・ロ （略）

注１ イについては、悪性腫瘍の患者に対して、 注１ イについては、別に厚生労働大臣が定める

尿中ＢＴＡに係る検査を行い、その結果に基 基準を満たす保険医療機関において、悪性腫

づいて計画的な治療管理を行った場合に、月 瘍の患者に対して、尿中ＢＴＡに係る検査を

１回に限り第１回の検査及び治療管理を行っ 行い、その結果に基づいて計画的な治療管理

たときに算定する。 を行った場合に、月１回に限り第１回の検査

及び治療管理を行ったときに算定する。

２ ロについては、悪性腫瘍の患者に対して、 ２ ロについては、別に厚生労働大臣が定める

区分番号Ｄ００９に掲げる腫瘍マーカーに係 基準を満たす保険医療機関において、悪性腫

る検査（注１に規定する検査を除く。）のう 瘍の患者に対して、区分番号Ｄ００９に掲げ

ち１又は２以上の項目を行い、その結果に基 る腫瘍マーカーに係る検査（注１に規定する

づいて計画的な治療管理を行った場合に、月 検査を除く。）のうち１又は２以上の項目を


